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令和８年度 

   「地域再生マネージャー事業（外部専門家短期派遣事業）」 

   手引き 

 

 

 

外部専門家短期派遣事業 

１.事業概要 

市町村等が地域再生に取り組むに当たり、地域の課題や課題解決に向けた方向性が明確になっ

ていない状況で、財団より派遣される外部専門家を活用し、その解決に向けた地域再生の方向性

を明確にすることを目的とします。外部専門家は、現地調査(視察、ヒアリング、資料分析な

ど)、課題整理、助言、提言、情報提供等を行います。 

 

２.派遣内容 

原則として１申請(件)につき１回(1人)とします。  

 派遣する外部専門家は、原則として地域再生マネージャーの中から市町村等の要望を反映し、

財団が選任します。なお、１人の専門家では充分でないと財団が判断した場合に限り複数人を選

任します。 

（１） 市町村等が単独で実施する場合は、現地調査を連続する２日間で実施し、後日オンラインに

よる報告会を実施します。 

（２） 複数の市町村（都道府県を超える場合も含む)が共同で実施する場合は、以下のいずれかの方

法とします。 

(a) 複数の市町村等が隣接する場合は、原則として現地調査を連続する３日間で行

い、後日オンラインで合同の報告会を実施 

    (b)複数の市町村等のうち、隣接していない市町村等を含む場合は、それぞれの市町村

等で原則として現地調査を連続する２日間で行い、後日オンラインで合同の報告会

を実施 

 

※地域再生マネージャーリスト https://www.furusato-zaidan.or.jp/chiiki/mg_ichiran/ 

問い合わせ・事前相談・申請書提出先 

 

一般財団法人 

地域総合整備財団＜ふるさと財団＞ 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-8-1 麹町クリスタルシティ東館 12館 

【TEL】03‐3263‐5736 【FAX】03‐3263‐5732 

【Mail】saisei-ka@furusato-zaidan.or.jp 

【URL】https://www.furusato-zaidan.or.jp/（財団ホームページ） 

https://www.furusato-zaidan.or.jp/chiiki/mg_ichiran/
mailto:saisei-ka@furusato-zaidan.or.jp
https://www.furusato-zaidan.or.jp/
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３.派遣実施期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

 

４.申請方法 

（1）事前相談 

   申請に先立ち、外部専門家短期派遣事業の各事業実施計画等の内容について申請書の提出に

かかる事前相談を実施します。事前相談を希望される場合は、ふるさと財団担当宛にメールで

ご連絡ください。申請書類の案に基づき、内容についてのご相談を受けさせていただきます。  

 

  事前相談受付期間 

   令和７年９月１日（月）から令和８年７月３１日（金） 

 

(2) 申請書提出先（要綱第２３条関係） 

a.外部専門家の派遣を希望する市町村（特別区を含み、地方自治法（昭和２２年法律第６ 

 ７号）第２５２条の１９第１項の指定都市を除く。以下同じ。）は必要書類を添えて財 

 団に直接メールで提出し、写しを所管する都道府県にそれぞれ提出してください。 

b.複数の市町村等が共同で事業を実施する場合は、当該事業を実施する市町村等（広域 

 連合等地方自治法に基づく団体が実施する場合にあたっては当該団体）は申請書を連 

  名で記載し、必要書類を添えて財団に直接メールで提出し、写しを所管する都道府県にそ

れぞれ提出してください。 

 

(3) 申請書類（要綱第２３条関係） 

a.地域再生マネージャー事業（外部専門家短期派遣事業）申請書（様式第６） 

b.その他参考となる資料（様式自由） 

※申請様式は、財団ホームページ（https://www.furusato-zaidan.or.jp/chiiki/）よりダウ

ンロードできます。 

※様式各号については電子データで提出してください。 

  

(4)申請書の受付期間および提出先（要綱第２３条関係） 

受付期間 

令和７年１０月１日（水）～令和８年７月３１日（金） 

 

※上記期間中であっても、予算の都合により、受付を終了する場合があります。 

 

市町村等の提出先：一般財団法人地域総合整備財団＜ふるさと財団＞ 

地域再生部地域再生課 

（所管する都道府県にも写しの提出をお願いします。） 
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〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8-1 麹町クリスタルシティ東館12階 

           【TEL】03-3263-5736【FAX】03-3263-5732 

           【メール】saisei-ka@furusato-zaidan.or.jp 

 

（5）留意事項 

以下のような事業は、当事業の趣旨に沿わないものとみなします。 

・既に外部専門家を受け入れて活用したことがあるもの（外部環境の変化等により新たな課題

への対応が必要となった場合を除く） 

・ふるさと再生事業の目的である「地域住民主体による持続可能な実施体制の構築」、「地域資

源を活用したビジネス創出」等に明らかにつながらないなど、ふるさと再生事業への発展性

が明らかにないもの 

・まちなか再生事業の目的である「人材育成等による持続可能なまちなかの形成」、「新たな賑

わいや地域ならではの価値の創出」等に明らかにつながらないなど、まちなか再生事業への

発展性が明らかにないもの 

・進行している事業の診断、事業の総括のために行われるもの 

・事業地域が狭域で効果が限定的なもの 

 

（6）派遣決定通知（要綱第２４条関係） 

審査結果は、直接市町村等へ直接通知を行い、併せて所管する都道府県に通知します。 

 

   (7) 派遣決定時期（要綱第２４条関係） 

原則として申請月の翌月末を目途に外部専門家を派遣する市町村等を決定します。 

 

５.派遣決定後の手続き 

（1）派遣日程等の事前調整（要綱第２４条関係） 

財団は、採択された市町村等と協議のうえ、派遣する外部専門家、派遣にかかる具体的内容及

び実施日等を決定し、その内容を通知します。 

市町村等は、現地視察内容及び日程の調整を行います。市町村長のスケジュールの確保、視察

箇所・聞き取り先の選定、公用車・宿泊場所の手配、会場（プロジェクターを含む）の手配、各

種資料（動画を含む）の事前送付等を行っていただきます。 

日程等の概要は、実施日の１か月前までに確定できるようにしてください。 

 

（2）派遣の実施（要綱第２５条関係） 

原則として、外部専門家の派遣に財団職員が同行します。外部専門家は市町村長等に対し調査

結果を報告します。報告の方法は「１．派遣内容」をご参照ください。 

 

 

 

 

mailto:saisei-ka@furusato-zaidan.or.jp
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６.派遣スケジュール（令和７年度関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業フロー 

 

 

７. 事業実施後のステップアップについて 

   本事業の特色として、事業実施後に、「ふるさと再生事業」または「まちなか再生事業」へス

テップアップする方法があります。 

本事業を実施した結果、地域再生の方向性に目処がつき、今後具体的な地域再生事業に取り

組んでいく際には、是非この２つの事業による補助金をご活用ください。 

各事業の詳細は、それぞれ別冊「地域再生マネージャー事業(ふるさと再生事業)手引き」ま

たは「地域再生マネージャー事業(まちなか再生事業)応募の手引き」参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

外部専門家 

②申請書の提出 

③書面審査 

④派遣決定通知 

⑥派遣の実施及び 

報告会の実施 

⑤派遣日程の調整 

⑥派遣の実施及び報告会の実施 

⑤派遣日程の調整 

市 

町 

村 

ふ 

る 

さ 

と 

財 

団 

※派遣及び報告会実施後、市町村からの希望があり、専門 
家との調整がつき、財団が認めた場合には、オンライン
相談会または現地再調査を実施 

①事前相談 

☞外部専門家による地域再生の方向性提言 

 

次年度以降「ふるさと再生事業」又は 

「まちなか再生事業」にステップアップが可能 

☛持続可能な体制づくり及び         ☛まちなかエリアの 

 ビジネス創出による地域再生          魅力や賑わいの再生 

        
 

◆地域再生マネージャー事業 

◆外部専門家短期派遣事業 

(旧外部専門家派遣(短期診断)) 

◆ふるさと再生事業 ◆まちなか再生事業 
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様式第６（第２３条関係） 

第         号  

令和  年  月  日  

 一般財団法人地域総合整備財団 

 理事長  末 宗 徹 郎 様     

市町村等名 

                         市町村等の長名             印

   

 

地域再生マネージャー事業（外部専門家短期派遣事業）申請書 

 

地域再生マネージャー事業（外部専門家短期派遣事業）の派遣を受けたく、令和８年度地域再生マ

ネージャー事業実施要綱第２３条に規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 
１．申請に至った背景・経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．連絡先 

〒・住所 

担当部課 

 

担当 役職・氏名  

電話  

E-mail  

 

３．派遣内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請に至った背景・経緯について、人口動向、産業動向、雇用動向、中期計画の進行状況

など、客観的なデータを踏まえ、現時点での課題認識を具体的に記載してください。 

・１で認識している課題に対し、現時点で対応を進めていることがあればその内容と、課題解決に向

けて外部専門家に診断を希望する内容を具体的に記入してください。 

・以下の場合には、当事業の趣旨に沿わないものとみなし、採択の対象外となる場合があります。 

➢ 診断内容が、個別の施策の改善や業務支援にとどまり、ふるさと再生事業の目的である「地

域住民主体による持続可能な実施体制の構築」、「地域資源を活用したビジネス創出」等に明

らかにつながらないなど、ふるさと再生事業への発展性が明らかにないもの 

➢ まちなか再生事業の目的である「人材育成等による持続可能なまちなかの形成」、「新たな賑

わいや地域ならではの価値の創出」等に明らかにつながらないなど、まちなか再生事業への

発展性が明らかにないもの 
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４．派遣期間内の予定 

 

 

 

 

 

 

 

５．外部専門家の受入体制 

 

 

 

 

 

６．派遣を希望する外部専門家 

第一希望 第二希望     第三希望 

   

 

 

 

７．その他特記すべき事項 

 

 

 

 

 

 

外部専門家が現地調査を行う際、視察先の候補となる団体や企業、個人、施設などを記入

してください。 

市町村の担当部署・窓口と調査にご協力いただける組織や住民団体などを記入してくださ

い。 

原則として、財団ホームページの地域再生マネージャーリストより選択して氏名を記入して

ください。 

 


